
 

 

                                   

衆
議
院
議
員
総
選
挙
お
よ
び
最
高
裁
判

所
裁
判
官
国
民
審
査
の
投
票
が
10
月
27

日(

日)

に
行
わ
れ
ま
す
。 

選
挙
が
、
明
る
く
正
し
く
行
わ
れ
る
よ
う
、

有
権
者
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。 

          

■
投
票
で
き
る
か
た 

 

平
成
18
年
10
月
28
日
ま
で
に
生
ま
れ
、

令
和
６
年
７
月
14
日
ま
で
に
皆
野
町
に
住

民
登
録
し
、
３
か
月
以
上
居
住
し
て
い
る
か

た
。 

※
失
権
な
ど
に
よ
る
欠
格
条
項
に
該
当
し

て
い
る
か
た
を
除
き
ま
す
。 

 

■
投
票
の
方
法 

 

郵
送
さ
れ
た
入
場
券
を
、
指
定
さ
れ
た
投

票
所
へ
お
持
ち
く
だ
さ
い
。
受
付
の
後
、
投

票
用
紙
が
交
付
さ
れ
ま
す
。 

 

■
投
票
所
お
よ
び
投
票
時
間 

 

投
票
所
お
よ
び
投
票
時
間
は
、
裏
面
「
別

表
１
」
の
と
お
り
で
す
。 

 

■
期
日
前
投
票 

投
票
日
に
冠
婚
葬
祭
や
仕
事
・
旅
行
な
ど

で
投
票
所
に
出
か
け
ら
れ
な
い
か
た
は
、
投

票
日
前
で
も
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

期 

間 

10
月
16
日(

水)

～
10
月
26
日(

土) 

時 

間 

午
前
８
時
30
分
～
午
後
８
時 

場 

所 

期
日
前
投
票
所(

役
場
２
階
会
議
室
） 

持
参
す
る
も
の 

 

郵
送
さ
れ
た
入
場
券 

※
入
場
券
が
お
手
元
に
届
か
な
い
場
合
は
、

選
挙
管
理
委
員
会
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
入

場
券
が
な
く
て
も
投
票
で
き
ま
す
。
投
票
所

の
係
員
に
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。入
場
券
の

再
交
付
は
身
分
証
明
書
（
免
許
証
等
）
の
提

示
が
必
要
で
す
。 

 

■
入
院(

所)

中
の
不
在
者
投
票 

 

不
在
者
投
票
の
で
き
る
指
定
施
設
に
入

院(

所)

中
の
か
た
は
、
投
票
管
理
者(

病
院

長
・
施
設
長
な
ど)

に
投
票
用
紙
の
請
求
を

す
れ
ば
そ
の
施
設
内
で
不
在
者
投
票
を
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

町
内
の
不
在
者
投
票
指
定
施
設
は
裏
面

｢

別
表
２｣

の
と
お
り
で
す
。
町
外
の
指
定
病

院
・
施
設
に
つ
い
て
は
選
挙
管
理
委
員
会
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。 

 

■
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票 

 

身
体
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
な
ど
、裏
面

「
別
表
３
」
の
要
件
に
該
当
す
る
か
た
は
、

郵
便
等
で
不
在
者
投
票
を
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
た
だ
し
、
制
度
を
利
用
す
る
に
は

事
前
に
申
請
に
よ
り「
郵
便
等
投
票
証
明
書
」

の
交
付
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。交
付

に
は
日
数
が
か
か
り
ま
す
の
で
、希
望
さ
れ

る
か
た
は
至
急
選
挙
管
理
委
員
会
ま
で
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

■
他
の
市
区
町
村
で
の
不
在
者
投
票 

 

仕
事
や
学
業
な
ど
の
都
合
で
町
外
に
滞

在
の
た
め
、
町
内
で
の
投
票
が
で
き
な
い
か

た
は
、
あ
ら
か
じ
め
選
挙
管
理
委
員
会
に
手

続
き
を
行
い
、滞
在
先
の
市
区
町
村
選
挙
管

理
委
員
会
で
不
在
者
投
票
が
で
き
ま
す
。
手

続
き
に
は
日
数
が
か
か
り
ま
す
の
で
、希
望

さ
れ
る
か
た
は
至
急
選
挙
管
理
委
員
会
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。 

 

■
代
理
投
票
・
点
字
投
票 

 

障
が
い
や
病
気
、
怪
我
な
ど
で
自
分
で

投
票
用
紙
に
記
載
す
る
こ
と
が
難
し
い
場

合
に
、
係
員
が
代
わ
り
に
記
載
す
る
代
理
投

票
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
※
選
挙
人
本

人
が
投
票
所
に
出
向
く
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、代
理
の
か
た
が
投
票
用
紙
に
記
載
し
た

り
、
投
票
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
 
 

ま
た
目
の
不
自
由
な
か
た
は
点
字
で
投

票
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

お
気
軽
に
投
票
所
の
係
員
に
お
申
し
出

く
だ
さ
い
。 

 

■
開
票 

 

開
票
は
即
日
開
票
と
し
、
10
月
27
日

(

日)

の
午
後
９
時
か
ら
文
化
会
館
会
議
室

Ａ
（
３
階
）
で
行
い
ま
す
。 

 

■
開
票
所
の
一
般
参
観 

皆
野
町
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て

い
る
か
た
は
、
開
票
を
参
観
で
き
ま
す
。
参

10/27(日)は衆議院議員総選挙 

最高裁判所裁判官国民審査の投票日です！ 

10月15日(火) 

10月27日(日) 

公示日 

投票日 



 観
人
の
定
員
は
30
人
で
す
。 

※
午
後
８
時
30
分
か
ら
先
着
順
に
参
観
券

を
交
付
し
ま
す
が
、
そ
の
時
点
で
参
加
希
望

者
が
定
員
を
上
回
っ
た
場
合
は
、抽
選
に
よ

り
参
観
人
を
決
定
し
ま
す
。 

  

■
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
に
よ
る
第
50

回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
及
び
第
26
回
最
高

裁
判
所
裁
判
官
国
民
審
査
の
お
知
ら
せ
の

特
設
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
左
記
Q

R
コ
ー
ド

か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
。 

候
補
者
情
報
や
投
・
開
票
速
報
な
ど
を
掲

載
予
定
で
す
。 

   

別表２ 不在者投票指定施設（町内） 

病  院 
清水病院 

皆野病院 

老人ホーム 

ケアハウス 悠う湯ホ

ーム 

特別養護老人ホーム 

悠う湯ホーム 

その他施設 カーサ・ミナノ 

別表１ 投票所および投票時間 

投票区 投票所 域 投票時間 

第１ 皆野総合センター内 
戦場・土京区、親鼻区、駒形区、上の台区、 

下田野区 

 午前７時 

～  

 午後８時 

第２ 皆野町文化会館内 
根岸区、腰区、上原区、上大浜区、中大浜区、

下大浜区、原区、下原区 

第３ 皆野町老人福祉センター長生荘内 
大字金崎、大字国神、大字大渕、大字野巻の全

域、大字下日野沢の一部 

第４ 皆野町消防団第４分団詰所内 大字金沢の全域 

第５ わく・ワクセンター内 大字下日野沢の一部、大字上日野沢の全域 

第６ 三沢小学校内 大字三沢の全域 

配付(郵送)される入場券に投票所名が記入してありますので、指定された投票所で投票してください 

別表３ 郵便等による不在者投票ができるかた 

 戦傷病者手帳 身体障害者手帳 

両下肢機能障害 特別項症から 

第２項症まで １級もしくは２級 体幹機能障害 

移動機能障害  

心臓機能障害 

特別項症から 

第３項症まで 

１級もしくは３級 

じん臓機能障害 

呼吸器機能障害 

ぼうこう機能障害 

直腸機能障害 

小腸機能障害 

肝臓機能障害 
１級から３級 

免疫障害  

介護保険 要介護状態区分 「要介護５」 

手続きなどの詳細につきましては、選挙管理委員会へお問い合わせください 

問合せ 皆野町選挙管理委員会（総務課内）☎６２－１２３１ 

 


